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公益社団法人全国和牛登録協会
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公益社団法人全国和牛登録協会社員補欠選挙の公示

公益社団法人全国和牛登録協会の社員補欠選挙を下記により行うことに決定しましたので、

社員選挙規則第１３条の規定に基づき公示します。

１．選挙の期日

令和４年６月２７日（月）

※ただし、令和４年６月１６日（木）午後４時に、社員候補者が当該選挙区における社

員の定数を超えないときは、投票は行わない。

２．投開票の時刻

投票時刻 開始 午前９時 ～ 終了 午後４時

開票時刻 開始 午後４時（投票終了後）

３．該当選挙区の社員数並びに投票・開票の場所

選挙区 区域 社員 投開票場所 選挙管理者

名称 数 住所 選挙管理事務所（住所）

第１８区 須賀川市・石川郡 1 ＪＡ全農福島郡山ビル 近藤 和栄

福島県２ 全域・岩瀬郡・白 全国農業協同組合連合会

河市・西白河郡全 福島県郡山市田村町金 福島県本部畜産部

域・東白河郡全域 屋字川久保23 (福島県郡山市田村町金屋

・会津全域 字川久保23)

４．投票用紙に記載する社員数

１人

５．社員の立候補について

立候補する者は、候補者届出書（協会ホームページからダウンロード、または投開票場

所のある事務所に備え置き）に必要事項を記入・捺印し、令和４年６月１６日（木）まで

に各選挙区の選挙管理者（選挙管理事務所）に直接本人が提出してください。なお、受付

期間は６月７日（火）から６月１６日（木）までの午前９時から午後４時まで（ただし、

土日を除く）とします。

候補者の氏名は、選挙期日の前日までに、協会ホームページ並びに投票場所に掲示しま

す。また、選挙の当日は、投票場所に掲示します。



６．立候補可能な者

被選挙権を有する正会員（令和４年度初めの正会員（令和３年度正会員））は社員選挙

に立候補できます。なお、次の各号に掲げる者は、前文にかかわらず被選挙権を有しませ

ん。

（１）未成年者

（２）成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

（３）正会員の資格を失った者

７．社員について

社員は、正会員の中から選挙で選ばれ、法人の構成員として社員総会（通常年１回）に

出席し、法人の基本的な意思決定に関与します。なお、常時法人の業務運営に関与するも

のではありません。また、いわゆる従業員とも異なるものです。社員は、社員総会という

機関を通してのみ、その意思が法人の運営に反映されることになります。一人の社員の意

思や行為が、そのまま法人自身の意思や行為となるものではありません。


